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建築物石綿含有建材調査者講習
の現状

一般財団法人 日本環境衛生センター

研修事業部長 村岡 良介

全国アスベスト適正処理協議会公開セミナー

平成28年7月20日 主婦会館プラザエフ
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制度の概要

国内唯一の公的資格である「建築物石綿含有建材調査者」を養成するため
の講習。建築物に使用されている石綿に起因して発生する健康被害及び健
康障害を未然に防止するため、建築物に使用されている石綿含有建材等に
関する、中立かつ公正に専門的な調査を行うことができる調査者を育成す

る。

講習の趣旨

登録規定と講習機関
・平成25年7月30日 「建築物石綿含有建材調査者講習規程」を告示で制定
(国土交通省告示第748号)

・平成25年10月29日 建石講第１号による機関登録(国土交通省告示第

1097号)

公的資格
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調査対象の民間建築物の状況

平成40年代が
解体工事のピーク

調査対象の建物は、全国で280万棟。
約9割の建物が調査が完了していない。

調査対象の民間建築物の数

民間建築物の年度別解体件数
（推計）
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①特定粉じん排出等作業を伴う建設工事の実施の届出義務者の変更
工事施工者から発注者に変更。発注者にも一定の責任を担うことを位置付ける。

②解体等工事の事前調査の結果等の説明等
解体等工事の受注者に石綿使用有無の事前調査と発注者への調査結果等の説明を義務化。

③報告及び検査の対象拡大
都道府県知事等による立入検査の対象に解体等工事に係る建築物等を、報告徴収の対象に
解体等工事の発注者又は自主施工者を加える。

●労働安全衛生法の石綿障害予防規則改正 （平成26年6月1日施行）

石綿関連法令の改正（平成26年度）

●大気汚染防止法の改正 （平成26年6月1日施行）

出典：日経エコロジー９月号 特集「注目の環境法 傾向と対策」 4
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講習プログラム

講 習 修了考査

講義（座学） 実地研修

口述試験

筆記試験 調査票試験

①建築に関して一定の知識及び経験を有する者

②石綿含有建材の調査に関して一定の知識及び経験を有する者

③その他、①及び②と同等以上の知識及び経験を有する者

受講資格要件

・石綿の健康被害
・図面の読み方
・建築物の構造的知識
・現地調査のポイント
・建材分析法
・報告書の作成法
・所有者へのアドバイスなど

石綿に関する総合的な知識を習得。
現場研修で調査の実務スキルを習得。

説明能力、調査者適正を問う面接試験。

知識を問う
マークシート試験。

建材判定能力を
問う記述式試験。

【受講対象】
建築・建設業、解体工事業、環境調査・分析業、石綿除去業、行政担当
者等
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修了者の公表
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http://www.jesc.or.jp/training/tabid/129/Default.aspx

修了者の内、希望者は当センターHPにて公開
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調査者資格の活用

●国庫補助における活用

建通新聞 2016年1月29日(金）

平成28年度より、建築物の石綿調査・除去等に関する

国庫補助にあたり本資格者の関与が要件化

①調査：調査者自ら実施すること

②除去等：実施計画の策定等を調査者が行い、

当該計画等に基づく現場体制に基づき実施すること
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調査者資格の活用

●解体等の事前調査において活用推奨

建築物の解体等の事前調査（石綿障害予
防規則）は「石綿に関し一定の知見を有
し、的確な判断ができる者」が行うこと
が定められている。「的確な判断ができ
る者」の例示として、建築物石綿含有建
材調査者が新たに追加（基発第0423第6
号）。

●地方自治体のアスベスト台帳整備における活用を推奨

国土交通省は、「建築物石綿含有建材調査マ
ニュアル」を作成（平成26年11月）し、地
方自治体が建物の石綿調査の結果をデータ
ベース化（アスベスト台帳）し、建物の維持
管理や改修、安全な解体のための基礎情報の
一つとして活用する仕組みづくりを進めてい
こうとしています。その過程で、調査者の活
用が推奨されています。

8



5

• 建築物石綿含有建材調査者は石綿に関する知識を有している
だけでなく、建築物の調査に関する実務に精通しているアス
ベスト調査の専門家である。

• 石綿に関しては石綿が使われている建材に関する知識を有し、
建材の採取方法や分析技術、さらには分析結果の解析力があ
り、石綿含有建材の維持管理方法に関する知識を有している。

• また、建築物に関しては、意匠・構造・設備の知識の他、建
材や施工手順や工法に関する知識を有し、設計図書や施工図
などを読み解き、必要な情報を抽出できる。

• さらに、石綿のもたらす社会的な危険性を理解し、中立的な
立場から精確な報告を行う力を有している。

• 調査者は、専門的な知識・技能を有し、中立かつ公正に調査
を行うことができる者であり、通常利用 時の飛散性の観点か
らの石綿含有建材の調査だけではなく、解体時等の事前調査
など、様々な場面での 活躍が期待される。

調査者の役割

http://www.mlit.go.jp/common/001064663.pdf
国土交通省「建築物石綿含有建材調査マニュアル 平成26年11月」より引用

9

修了者の総数６５７名
（2016年4月末 現在）
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修了者の情報（都道府県別）

北海道 37

青森県 10

岩手県 7

宮城県 30

秋田県 5

山形県 2

福島県 14

茨城県 5

栃木県 4

群馬県 5

埼玉県 22

千葉県 15

東京都 138

神奈川県 42

新潟県 14

富山県 6

石川県 7

福井県 6

山梨県 5

長野県 30

岐阜県 6

静岡県 17

愛知県 29

三重県 6

滋賀県 2

京都府 12

大阪府 53

兵庫県 25

奈良県 9

和歌山県 5

鳥取県 6

島根県 3

岡山県 7

広島県 12

山口県 2

徳島県 5

香川県 4

愛媛県 2

高知県 5

福岡県 10

佐賀県 2

長崎県 8

熊本県 8

大分県 2

宮崎県 5

鹿児島県 4

沖縄県 4
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平成28年度の講習日程

平成28年 平成29年

建築物石綿含有建材調査者講習
【講習事務局】
一般財団法人 日本環境衛生センター
研修事業部

℡：０４４－２８８－４９１９受講料 118,800円（税込）

5月
中部

（愛知県）

7月
関西

（大阪府）

8月
関東

（東京都）

11月
北陸

（石川県）

12月
東北

（宮城県）

1月
九州

（鹿児島県）

2月
関東

（東京都）

申込方法等の詳細は、HPまたは事務局までお気軽にお問い合わせください。
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終了

終了

TOPICS 1:アスベスト対策に関する総務省勧告

12



7

TOPICS 1:アスベスト対策に関する総務省勧告
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TOPICS 1:アスベスト対策に関する総務省勧告

14
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本年３月に起きた熊本地震では、一般社団法人
建築物石綿含有建材調査者協会から、調査者２名
が先遣隊として、４月27日～29日に派遣されまし
た。熊本市内、益城町、阿蘇市において、33か所
の建物調査の結果、５棟で石綿含有建材（吹付ロ
ックウール、ケイ酸カルシウム板１種、スレート
板）があることが分析結果より分かりました。
この結果は、国土交通省、文部科学省、環境省へ
状況報告しています。

TOPICS 2:熊本地震被災地における現地調査
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建通新聞 2016年5月23日(月）


